
 

 

 

特別支援学校・学級等への教員等の適切な配置を求める意見書 

 

 文部科学省「学校基本調査」によると、特別支援教育を受ける児童生徒は年々増加しており、１

０年間で、特別支援学校については学校数が約１１％増加、児童生徒数は約１４．３％増加、特別

支援学級は１．６倍に増え児童生徒数は２．１倍に増加している。また通級による指導を受けてい

る児童生徒数は約２．６倍に増え、教育現場では新たな特別支援教育体制の整備が必要になってい

る。 

このような状況に適切に対処するためには、特別支援学校・学級への専門的な知識や経験を持っ

た教育等の増加が必要不可欠である。また今日、共生社会の形成に向けて、「障害者の権利に関する

条例」に基づき、子どもたちの多様性を尊重するインクルーシブ教育システムの構築が求められて

おり、そのためにも我が国の特別支援教育のさらなる拡充が必要である。 

よって政府においては、医療的ケアを含めた特別支援教育が必要な子どもの増加や、さまざまな

障がいのある児童生徒に的確に対応した教育を実現するために、特別支援学校・学級等への教員等

の適切な配置に向けて、以下の事項について財政措置を含めた特段の措置を講じることを求める。 

 

記 

 

（１）特別支援教育支援員の適切な配置 

（２）特別支援教育コーディネーターの適切な配置 

（３）看護師等の専門家の適切な配置 

（４）特別支援学校のセンター的機能の強化 

（５）特別支援教育デジタル支援員（仮称）の配置 

（６）特別支援学校教諭免許状の取得支援 

 

 以上、地方自治法第９９条に基づき意見書を提出する。 

 

 

 令和５年６月 日 

 

 

埼玉県南埼玉郡宮代町議会議長 合川 泰治    

 

 

 文部科学大臣  永岡 桂子 殿 

 財 務 大 臣  鈴木 俊一 殿 
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